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第 1章 ウイルス性月干炎医療費助成事業

(目的)

第 1条 肝硬変や肝がんといった重篤な疾病への進行が危惧されるB型ウイルス性肝炎及びC型ウイ

ルス性肝炎について、その有効な治療法である抗ウイアレス治療 (イ ンターフェロン治療、インター

フェロンフリー治療、及び核酸アナログ製剤治療)に係る医療費を助成することにより、肝炎患者

の早期治療の促進と、肝硬変や肝がんの予防を図ることを目的とする。

(対象疾患及び対象医療)

第 2条 この要領第 1章の医療費助成 (以下「医療費助成事業」という。)の対象疾患は、次の各号

に掲げるものとする。

(1)B劉干炎ウイルスによる‖醍 月干炎
.(2)B型

肝炎ウイアレスによる代償性肝硬変

(3)B型肝炎ウイルスによる非代償性肝石更変

(4)C劉秩 ウイアレスによる'陵畦肝炎

(5)C劉干炎ウイルスによるA澤4碇釧千石更変

2 医療費助成事業の対象となる医療は、C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインター

フェロン治療及びインターフェロンフリー治療並びにB型ウイルス性肝炎に対して行われるインタ

ーフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療で、保険適用となつているもの (当該治療を行うための

初診料、再診料、検査料、入院料等を含み、当該治療と無関係な治療を除く)とする。

3 インターフェロンによる副作用に対する治療については、インターフェロン治療の中断を防止す

るために併用せざるを得ない副作用の治療は、受給者証の認定期間中に限り助成の対象とするが、

当該治療を中断して行う語lイ乍用の治療は助成の対象としないものとする。

4 入院時食事療養標準負担額及び入院時生活療養標準負担額は、助成の対象としないものとする。

()`↓壱身彙しξgに写:「)

第 3条 医療費助成事業の対象となる者 (以下「対象患者」という。)は、次の各号に掲げる要件を

備えているものとする。

(1)富山県内に住所を有する者



(2)前条第 2項に掲げる医療を必要とする患者であつて、医療保険各法 (高齢者の医療の確保に

関する法律 (昭和 57午法律第 80号)に規定する医療保険各法をいう。以下同じ。)の規定

による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者の

うち、保険医療機関等 (健康保険法 (大正 11年法律第 70号)に規定する保険医療機関又は

保険薬局をいう。以下同じ。)において当該疾患に関する医療保険各法又は高齢者の医療の確

保に関する法律の規定による医療に関する給付を受けている者

(3)国の肝炎治療特丹IM離事業実施要綱に定める対象患者の認定基準に適合する者

2 前項の規定にかかわらず、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する

給付が行われる者は除く。

(事業の実施方法)

第4条 知事は、医療費助成事業に必要な費用を、富山県社会保険診療報酬支払基金 (以下「支払基

金」という。)及び富山県国民健康保険団体連合会 (以下「国保連」という。)に審査支払事務を

委託して、インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療を実施

した保険医療機関等に支払うものとする。ただし、知事が必要と認めるときは、対象患者に支払う

ことができる。

2 保険医療機関等が知事に請求することができる額は、第 1号に規定する額から第 2号に規定する

対象患者が負担する額を控除した額とする。

(1)医療保険各法の規定による医療又は後期高齢者医療の医療に要する費用の額の算定方法の例

により算定した当該治療に要する費用の額の合計額から医療保険各法又は高齢者の医療の確保

に関する法律の規定による医療に関する給付に関し保険者が負担すべき額を控除した額

(2)1か月につき別添 1に定める額を限度とする額

(対象憲者が負担すべき綱

第 5条 対象患者が負担すべき額は、 1月 につき、住民票上の世帯員全員の市町村民税課税額の合計

により別添 1に定める額 (以下「自己負担限度額」という。)を限度とする。なお、平成24年度

以降分の市町村民税課税年額の算定にあたつては、「控除廃止の影響を受ける制度等 (厚生労働省

健康局所管の制度に限る)に係る取り扱いについて (平成23年 12月 21日健発 1221第 8号

厚生労働省健康局長通知)により計算を行うものとする。

2 2以上の保険医療機関等で受療した対象患者が負担すべき額は、前項の規定による。その場合、

保険医療機関等は、対象患者が提示する肝炎治療受給者証 (様式第 1号。以下「受締 向 という。)

中の肝炎治療自己負担限度月額管理票に本事業の対象となるインターフェロン治療、インターフェ

ロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療のみに要した医療費の自己負担額等を記入し、月間の自

己負担累積額が自己負担限度額に達するまで、対象患者から自己負担金を徴収するものとする。



(自 己負担限度額の特例)

第 5条の2 前条第 1項の規定にかかわらず、次に掲げる条件の全てを満たす者 (以下「除外対象者J

という。)については、必要書類を申請したものに限り当該世帯の市町村民税課税額の合算対象か

ら除外することができる。

(1)市町村民税課税の際、対象患者及びその配偶者と税制上の扶養関係を有しない者

(2)姑象患者及びその配偶者と医療保険上の扶養関係を有しない者

(医療費助成事業費の請求)

第6条 保険医療機関等が各月に行つた治療に係る第4条第 2項に規定する医療費助成事業費を請求

しようとするときは、診療 (調剤)報酬請求書及び明細書を、支払基金又は国保連に、所定の期日

までに提出するざのとする。

2 第4条第 1項ただし書に該当する場合は、対象患者は治療実施機関等の発行した診療 (調剤)報

酬請求書及び明細書の写しと領収書を添えて、肝炎治療費請求書 (様式第 2号)を翌月 10日 まで

に対象患者の住所地を管轄する厚生センターの長 (富山市にあつては、富山市保健所長。以下「所

長等」という。)を経由して知事に提出しなければならなしも

(肝炎認定協議会)

第 7条 知事は、医療費助成事業の適正かつ円滑な実施を図るため、肝臓の専門医等で構成する月秩

認定協議会 (以下「認定協議会」という。)を設置する。

2 認定協議会は、対象患者の認定について意見を述べるものとする。

制千炎イa蔵受給者証の申請)

第 8条 医療費助成を受けようとする者 (以下「申請者」という。)は、肝炎治療受給者証交付申請

書 (様式第 3号。以下「交付申請書」という。)に次の書類を添えて、所長等を経由して知事に提

出しなければならなし、

(1)医師の診断書 (様式第 4号～4号の 8)

(2)申請者の氏名が記載された被保険者証等の写し

(3)申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての者について記載のある住民票の写し

(4)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法 (昭和 25年法律 226号)の規定に

よる市町村民税 (同法の規定による特別区民税を含む。)の課税年額を証明する書類の写し

(5)肝疾患診療連携処点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医の意見書 (様式第4号の 9、 必

要な場合に限る。)

(6)その他知事が必要と認める書類

2 第 5条の 2に規定する特例を受けようとする申請者は、前項各号に掲げる書類のほか、市町村民

税額合算対象除外申請書 (様式第 8号の 2)に、次の書類を添えるものとする。



(1)申請者及びその配偶者、除外対象者が加入する健康保険の被扶養者を証明する書類

(2)申請者及びその配偶者、除外対象者について市町村民税の税情報 (扶養控除関係)を証明す

る書類 (ただし、前項第4号に扶養控除関係の記裁がある場合は省略することができる。)

(姑象憲者の認定)

第 9条 知事は、交付申請書が提出されたときは、第 7条第 1項に定める認定協議会に意見を求め、

別添 2に定める対象患者の認定基準 (以下「認定基準」という。)により適正に認定するものとす

る。

2 知事は、前項の規定による決定に基づき、申請者に対し受給者証又は肝炎治療受給不承認通知書

(様式第 6号)を交付するものとする。

3 インターフェロン治療を行う者にあつては、認定基準の要件を満たした場合に限り、本事業によ

る2回目の助成を受けられるものとする。

(イ ンターフェロン治療に対する有効期間)

第10条 受給者証の有効期間は 12か月以内で、治療予定期間に即した期間とし、原則として交付申

請書の受理日の属する月の初日から起算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、対象患者で、別添 3に定める助成期間の延長に係る取扱基準の要件を

満たした場合は、インターフェロン治療受給者証有効期間延長申請書 (様式第 7号又は様式 7号の

2)に所持する受給者証を添えて、所長等を経由して知事に提出するものとする。

3 知事は、前項の申請があつた場合は、第 7条第 1項に定める認定協議会の意見を聴いて、受給者

証記載の有効期間を、6か月を限度として修正を加えた上、再交付するものとする。

第10条の2 前条第2項の規定にかかわらず、対象患者で、受給者証の有効期間中に受療したインタ

ーフェロン治療の副作用や本人の帰責性のない事由により治療中止期間が生じたために、当初の有

効期間を超えて治療期間を延長する者は、インターフェロン治療受給者証有効期間延長申請書 (副

作用等延長用)鰐 都琲W号の3)に所持する受給者証を添えて、所長等を経由して知事に提出す

るものとする。

2 知事は、前項の申請があつた場合は、受給者証記載の有効期間を、2か月を限度として修正を加

えた上で、再交付するものとする。

(イ ンターフェロンフリーV台療に対する有効期間)

第H条 受給者証の有効期間は 7か月以内で、治療予定期間に即した期間とし、原則として交付申請

書の受理日の属する月の初日から起算するものとする。

(核酸アナログ製剤治療に対する有効期間)



第12条 核酸アナログ製剤治療に対する受給者証の有効期間は、交付申請書の受理日に属する月の初

日から最初の 11月 30日 までとする。ただし、受給者証の有効期間が舞_期間 (3ヶ 月以内をいう。)

の場合は、翌年度の 11月 30日 までとする。

2 医師が治療継続を必要と認める場合は、次条第 1項に定める受給者証の更新申請を認めるものと

する。

(核酸アナログ製剤治療に対する受給者証の更新申請)               ・

第12条の2 受給者証の有効期間満了後も引き続き助成を受けようとする者は、肝炎治療受給者証交

付申請書 (様式 3号)に次の書類を添えて、有効期間満了の 15日 前までに所長等を経由して知事

に提出しなければならなし、

(1)医師の診断書 (様式第4号の8)その際、医師の診断書に代わつて、直近の認定 。更新時以降

に行われた検査内容及び治療内容が分かる資料を添えることができるものとする

(2)既に交付を受けている受給者証

(3)申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての者について記載のある住民票の写し

(4)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法 0召和25年法律 226号)の規定によ

る市町村民税 (同法の規定による特別区民税を含視 )の課税年額を証明する書類の写し

(5)その他知事が必要と認める書類

2 受給者証を更新する場合の受給者証の有効期間は、 12月 1日 から翌年の 11月 30日 までとす

る。

3 第 1項の規定にかかわらず、知事は、更新対象者に対し、毎年 9月上旬までに第 1項の申請を行

うよう求めることができる。

(自 己負担限度額の変更)｀

第13条 受給者証の交付を受けている者で、受給者証の有効期間中に、自己負担限度額の変更が生じ

たときは、肝炎治療自己負担限度額変更申請書 (様式第 8号)に受給者証及び第 8条第 3号及び第

4号に規定する書類を添えて、所長等を経由して知事に提出するものとする。

2 第 5条の2に規定する特例を受ける場合は、市町村民税額合算対象除外申請書 (様式第 8号の2)
に第8条第 3号及び第 8条第 2項第 1号及び第 2号に規定する書類を添えて、所長等を経由して知

事に提出するものとする。

3 知事は、前 2項の申請があつた場合は、内容を審査した上、自己負担限度額を変更した受給者証

を交付するものとする。

4 前項の規定により変更された自己負担限度額は、変更申請書が受理された日の属する月の朝 か

ら適用する。

(記載事項の変更)



第14条 受給者証の交付を受けている者は、交付申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速や

力ヽ こ肝炎治療受給に係る変更届 (様式第 9号)に受給者証の写しを添えて、所長等を経由して知事

に提出しなければならなしち

2 知事は、前項の届出があつた場合は、受給者証の記載事項を書き換えて交付するものとする。

3 前項の規定により交付を受けた者は、変更前の受給者証を、所長等を経由して知事に返還する者

とする。

(再交付)

第15条 受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、肝炎治療受給者証再交付申請書 (様式第10号 )

を、所長等を経由して知事に提出して、受給者証の再交付を受けることができる。

(県外から転入した場合の取扱い)

第16条 受給者証の交付を受けている者が、県外から住所を移し、引き続き当該受給者証の交付を受

けようとする場合には、住所移転日の属する月の輩男末日までに、肝炎治療受給者転入届 (様式第1

1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、所長等を経由して知事に届出なければならなしち

(1)転入後の住民票の写し

(2)転入前に交付されていた肝炎治療受給者証の写し

2 前項の場合における受給者証の有効期間は、住所移転日から住所移転日前に交付されていた受給

者証の有効期間の終期までとする。

(受締 正の返還)

第17条 受給者証の交付を受けている者等は、治癒、死亡、県外転出、他の法令の規定により国又は

地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われることになったこと等により第 3条に規定す

る要件を欠いたときは、肝炎治療受給者証返退届 (様,式第12う に受給者証を添えて、所長等を経

由して速やかに知事に届けなければならなしち

(恕u)

第18条 この要領の実施に当たり、この要領に定めのない事項については、別に定めるものとする。

また、知事は必要に応じて、本事業のより効果的な運用に資するための情報収集等を行うことがで

きるものとする。

第 2章 ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業

(目的)

第19条 ウイルス性肝炎に関する相談や啓発及び陽性者のフォローアップにより、タイルス性肝炎、



肝硬変、肝がんの重症化予防を図ることを目的とする。

(事業内容)

第20条 県は、本要領に基づき、重症化予防に取り組軌

1 陽性者のフォローアップ   .

(1)剣 骸 継

対象者に対し、県及び市町村が、必要により様式第 14号による同意書等により本人の同

 ヽ 意を得えた上で、様式第 13号による調査票を年 1回送付する等により医療機関の受診状況

や診療状況を確認するとともに、未受診の場合は、必要に応じて電話等により受診を勧奨す

る。

なお、実施においては、本要領及び富山県肝炎持続感染者対応マニュアル (以下「マニュ

アル」という。)に基づき行うものとする。

(2)辮

県内に住所を有し、以下のいずれ力ヽ こ該当し、様式算13号によリフォローアップヘの参加に

ついて同意を得た者

ア 厚生センター (支所)。 富山市保健所又は委託医療機関等での肝炎ウイルス検査において
「陽性」又は「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が高い」と判定された者 (以下

「陽伴賭 」という。)

イ 2の検査費用の請求により把握した陽性者

ウ その他、市町村や医療機関などからの情報提供等によりす巴握した陽性者

なお、市町村等からの情報提供により把握した本事業以外の陽性者についても、フォローア

ップの対象とすることができる。一方、フォローアップの対象者を市町村等へ情報提供するこ

とにより、棚 働ミ実施する健康増進事業におけるフォローアンプの対象とすることができる。

2 初回精密検査費用及び定期検査費用の助成

(1)剣餃法

ア 県は、対象者が保険医療機関 (健康保険法 (大正 11年法律第 70号)に規定する保険医

療機関をいう。)において初回精密検査又は定期検査を受診し、医療保険各法 (高齢者の医

療の確保に関する法律 (昭和57年法律第80号)に規定する医療保険各法をいう。以下同

晩 )又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に関する給付を受けた場合、

対象者が負担した費用を交付する。

イ 前項の金額は、医療保険各法の規定による医療又は高齢者の医療の確保に関する法律の規

定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した検査費用の額の合計額から医

療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に関する給付に関し保険

者が負担すべき額を控除した額とする。

ただし、 (2)のイに該当する者については、 1回につき、次の aに規定する額から b



に規定する額を控除した額とする。

a 医療保険各法の規定による医療又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養

に要する費用の額の算定方法の例により算定した検査費用の額の合計額から医療保険各法

又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に関する給付に関し保険者が負担

すべき額を控除した額

b 別添4に定める自己負担限度額

この際、別添 4甲又は乙に該当する力斗こついては、 (5)イ (イ )により申請者から提

出された課税等証明書等により確認するものとする。なお、男町添4に該当しない場合、又

は当該控除した額が零以下となる場合には、助成1暫〒わなしも

(2)対象者

ア 初回精密検査                  .

県内に住所を有し、以下の全ての要件に該当する者

a 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する

法律の規定による被保険者

b 費用助成請求日1年以内に県及び市町村が行う肝炎ウイルス検診において陽世F_と判定さ

れた者

c lの陽性者のフォローアップに同意した者

なお、健康増進事業における陽性者フォローアップに同意している者も対象とすることが

できる。

イ 定期検査

県内に住所を有し、以下の全ての要件に該当する者

a 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法

律の規疋
~に
よる被保険者

b 肝炎ウイルスの感染を原因とする.慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者 (治療後の経過観察

を含む)                     .

c 住民税非課税世帯に属する者又は市町村民税 伊爾騨1)課税年額が235,000円未満の世帯

に属する者

d lの「易伴L者のフォローアップに同意した者

なお、健康増進事業における陽伴と者フォローアップに同意している者も対象とすることが

できる。

e 第 1章による医療費助成事業の受給者証の交付を受けていない者

(3)助成対象費用

初診料、再診料、ウイルス疾患指導料及び検査に関連する費用として県が認めた費用。ただ

し、医師が真に必要と判断したものに限る。

ア 初回精密検査



a 血液形態・機能検査 (末梢血液一般検査、末梢血液像)

b 出血・疑固検査 (プロトロンビン時間、活性化部分 トロンボプラスチン時間

c 血液化学検査 (総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、 ChE、

γ一GT、 総コレステロール、AST、 ALT、 LD、 ZTT)

d 腫瘍マーカー (AFP、 AFP― L3%、 PIVKA― Ⅱ半定量、PIVKA― Ⅱ定量)
e 肝炎ウイルス関連検査 (HBe抗原、HBe抗体、HCV血i鞘 I単〕定、HBVジェノタ

イプ判定等)

f 微生物核酸同定 。定量検査 (HBV核酸定量、HCV核酸定盈
g 超音波検査 (断層撮影法 (胸腹部))

イ 定期検査

上記の検査に関連する費用として県が認めた費用。

なお、肝硬変・月子がん (治療後の経過観察を含む)の場合は、超音波検査に代えてCT撮

影又はMRI撮影を対象とすることができる。また、いずれの場合も、造影剤を使用した場合

の加算等の関連する費用も対象とする。

(4)助成回数

ア 初回精密検査

1回

イ 定期検査

1年度 2回 (アの検査を含む)

(5)検査費用の請求について

ア 初回精密検査

上記 (1)の規定により検査費用の助成を受けようとする者 (以下「申請者」という。)は、

ウイルス性肝炎初回精密検査費用助成請求書 (様式第 15号)に、医療機関の領収書及び診療

明細書、結果通知書 (県又は市町村が行う肝炎ウイルス検査等の結果)、 申請者の氏名が記載

されている健康保険証の写し及びフォローアンプ同意書 (様式第 14号)を添えて、検査通知

日から1年以内に所長等を経由して知事に請求するものとする。

イ 定期検査

(ア)申請者は、ウイルス性肝炎定期検査費用助成請求書 (様式第 16号)、 医療機関の領収

書及び診療明細書、定期検査費用の助成に係る医師の診断書 (様チ式第 18号)、 申請者の

氏名が記載されている健康保険証の写し、世帯全員の住民票の写し、次項に定める課税等

証明書等及びフォローアップ同意書 (様式第 14号)を添えて、検査を受診した年度内に

所長等を経由して知事に請求するものとする。

(イ )自己負担限度額階層区分の認定に係る課税等証明書等の提出について

別添4による自己負担限度額階層区分の甲に当たる場合、申請者が属する住民票上の世

帯のすべての構成員 (以下「世帯構成員」という。)に係る市町村民税課税証明書等を提



出するものとする。一方、乙にあたる場合は、世帯構成員の住民税非課税証明書を提出す

るものとする。

ただし、申請者及び配偶者と相互に地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない者 (配

偶者以外の者に限る。)については、市町村民税額合算対象除外希望申請書 (様式第 17

号)に基づき、世帯構成員における市町村民税課税年額の合算対象から除外することを認

めることができるものとする。

なお、平成24年度以降分の市町村民税課税年額の算定にあたつては、「控除廃上の影

響を受ける制度等 (厚生労働省健康局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」 (平

成23年 12月 21日健発 1221第 8号厚生労働省健康局長通知)により計算を行うも

のとする。

(ウ)申請者は申請の際、上記 (ア)及び (イ )によらず、以下要件に該董する場合は、以下

に掲げる書類を省略することができる。             、
a 定期検査費用の助成に係る医師の診断書 l静式第 18号 )

以前に知事から定期検査費用の支払いを受けた場合 (以前支払を受けた時に比べ、慢

性肝炎から肝硬変への移行など病態に変化があつた場合は除く。)

b 申請者の氏名が記載された健康保険証の写し、申請者の世帯全員の住民票の写し、世

帯全員の課税等証明書等又は住民税非課税証明書、市町村民税額合算対象除外希望申請

書 備3誹狙 7〕

以下に該当する場合において、従前に知事へ提出した書類と同様の内容である場合。

なお、いずれも同一年度内で知事に対し行われる場合とする。

(a)1回目の定期検査費用の助成を受けた場合
・   (b)第 1章による医療費助成事業の受給者証の交付を受けた場合

(6)検査費用の支払いについて

知事は、請求を受けたときは、その内容を審査して支払額を決定し、速や力ヽこ支払うものと

する。

2 職域検査促進事業

(1)剣骸維

職域での健康診断を実施する保険者 (協会けんぽ等)(以下「保険者」という。)や肝炎ウ

イルス検査を実施する医療機関 (以下「検診機関」という。)の協力を得て、以下ア又はイに

より肝炎にかかる啓発若しくは肝炎ウイルス検査への勧奨を行うものとする。

この場合、保険者や検診機関と実施方法について協議の上、肝炎ウイルス検査の個別勧奨の

ための資材等の提供、若しくは同等の効果を得られると考えられる啓発用資材の提供を行うも

のとする。この際、必要と認められれば、保険者や検診機関に対し当該内容を委託することが

できる。

併せて、資材等の提供又は委託を行つた保険者、検診機関に対しては、以下ウにより報告を



受けるものとする。

ア 全国健康保険協会 (以下「協会けんイ詢 という。)等の場合

協会けんぽ等 (各都道府県の協会けんぽ支部、国民健康保険組合、等)が行う肝炎ウイルス

検査の実施に際して、加入する事業所の従業員等に対する肝炎対策への理解浸透、及び肝炎ウ

イルス検査への受検を促すよう、検診機関又は加入事業所を通じて肝炎にかかる啓発若しくは

肝炎ウイルス検査への勧奨を行うものとする。

イ 健康保険組合等の場合

健康保険組合等が実施する職域健診等において、検診機関による肝炎ウイルス検査の実施に

際して、加入する事業所の従業員等に対する肝炎対策への理解浸透、及び肝炎ウイルス検査ヘ

の受検を促すよう、検診機関又は加入している健康保険組合等を通じて肝炎にかかる啓発若し

くは肝炎ウイルス検査への勧奨を行うものとする。

ウ 実施状況の取りまとめ

上記ア及びイにより実施する場合、様式第 19号により報告がなされるよう協力を求めるも

のとする。この際、勧奨を行つた者の動向のキ巴握が困難であれば、啓発又は勧奨を行った事業

所など一定の範囲を区切つて報告を求める。

(2)対象者

啓発の対象は、事業所の従業員とする。ただし、効率等を勘案して事業所毎に行うなど計画

的に実施するものとする。

また勧奨の対象は、基本的に、過去、肝炎ウイルス検査を受けていない者とするが、この際、

当検査を受けているか不明である場合は、可能性のある者まで幅広く勧奨する。

(3)留意点

上記の実施においては、富山県肝疾患診療連携拠点病院からの協力を得て、適切な情報が提

供されるよう留意する。また、必要であれば、自治体が行う肝炎ウイルス検査の案内を行うな

ど、希望する者が当検査を受けられるよう配慮する。また、 (1)夕による報告の際、外部に

個人が特定されるようなことが無いよう、取扱いについて留意するとともに、必要により保険

者や検診機関など関係者と協議を行うもとする。

なお、肝炎ウイルス検査の勧奨にあたつては、自主的な受診を促す形で行うとともに、必要

によっては検査希望者を募るなど各者の意向に沿つた対応が図られるよう留意する。

(実施に当たっての留意朝

第21条 本事業の企画及び立案に当たっては、事業を効率的、効果的に実施するため、関係機関等と

連携を密にし、地域の実情に応じた事業の推進に努めることとする。

また、検査等の実施に際しては、個人のプライバシー等人権の保護に十分配慮する。

この要領について疑義が生じた事項又はこの要領に定めない事項については、必要に応じて関係

者が協議のうえ定めるものとする。



附 則

この要領は、

附 則

この要領は、
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この要領は、
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この要領は、
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この要領は、

附 則

この要領は、
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この要領は、
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附 貝J

この要領は、

附 貝げ

この要領は、

附 則

この要領は、

附 貝U

この要領は、

平成 20年 4月 1日 から施行する。

平成 21年 4月 1日から施行する。

平成 21年 10月 16日 からだ伺
~す
る。

平成 22年 4月 1日 んゝら施行する。

平成 23年 8月 1日から冠 子するも

平翡鬼23年 9月 26日 から加葦予ナる。

平成 23年 12月 26´日洵ゝら江M子する。

平成 25年 12月 4日から施行する。

平成 26年 9月 2日 から施行する。

平成 26年 12月 15日 から施行する。

平成 27年4月 1日 んヽら茄訴子する。

平成 27年 6月 9日 から施行する。

平成 27年 8月 31日 から施行する。

平成 27年 12月 1日 から施行する。

平成 28年 4月 1日 から施行する。

平成 29年 2月 15日 から施行する。

平成 29年 3月 24日 から所茸子する。



附 則

この要領は、平成 29年 6月 13日 から施行し、平成 29年 4月 1日 より適用する。



別添 1

自 己 負 担 限 度 額 表

※平成24年度以降分の詢町村民税課税辞額の算定にあたつては、「控除廃上の影響を受ける制度等 (厚生

労働省健康局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」 (平成23年 12月 21日健発 1221第 8
号厚生労働省健康局長通知)により計算を行うものとする。
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